
自転車安全利用五則を守りましょう

違反すれば反則金!! 16歳以上が対象 !※16歳未満は指導警告の対象です

※これらの違反は一例です

江戸川区土木部施設管理課交通安全推進係　TEL：03-5662-1998

自転車の交通ルールを守りましょう!
４月１日日
スタート!!
４月１日
スタート!!自転車に自転車に青切符青切符自転車に青切符

車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

1 交差点では信号と
一時停止を守って、安全確認

2

夜間はライトを点灯3

携帯電話
使用等
(保持）

一時
不停止

右側
通行

無灯火 並進走行

12,000円

5,000円 6,000円

3,000円5,000円

ヘルメットを着用5

飲酒運転は禁止4

警察庁自転車
ルールブックに
ついて

自転車安全利用
五則について

6,000円

信号
無視


